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   （公印省略） 

学校が臨時休校になった場合のタブレット端末（Chrome book）の持ち帰りについて 

 

本校では、新型コロナウイルス感染拡大等により、学校（学年単位や学級単位の閉鎖措置を含む）が臨時休校になった

場合、必要に応じてタブレット端末を活用した家庭における、オンライン学習を想定し、準備を進めてきました。 

 高価な学校備品となるタブレット端末の持ち帰りにあたっては、保護者と児童が学校（担任など）にて使用上のルール

を確認し、下記の利用規約に同意していただくほか、ご家庭でのインターネットの環境が必要になります。 

 （ご家庭にインターネット環境が整って場合は、学校にご連絡ください） 

 つきましては、下記の利用規約をお読みいただき、タブレット端末の持ち帰りを希望する保護者は、６月８日（火）～6月

１１日（金）：午前 9 時～午後 4 時３０分の期間に嘉手納小学校に下記のタブレット端末持ち帰り希望書を持参し、保護

者の方がタブレット端末を受け取りにいただけるようお願いします。 

保護者の皆様には、ご家庭での感染予防の徹底について、引き続き、ご理解とご協力よろしくお願いします。 

 

タブレット端末（Chrome book）の持ち帰り規約及び希望書 

 

 学校備品であるタブレット端末（①Chrome book、②ACアダブター）の持ち帰りにあたり、下記の通り学校からの同

意事項について遵守するとともに、家庭への持ち帰りによって生じた事故及びトラブル等については、保護者が責任をも

って対応します。 

記 

１．タブレット端末は、学習目的以外、使用しません。 

２．タブレット端末は、家庭のみで使用し、公衆無線 LAN（Wi-Fiフリースポット等）には、接続しません。 

３．タブレット端末等は、利用事項を守り、大切に扱い、適切な方法で管理します。 ※以下の書類の内容把握。 

（「嘉手納Chrome book貸し出しルール」、「嘉手納町Chrome book 使い方ルール」、「Wi-Fiに接続する方法」） 

４．タブレット端末を使用する際に発生するデーター通信料や、電気代は保護者が負担します。 

５．タブレット端末等を紛失・破損その他正常な状態で返却できない場合は、修理代を負担していただく場合があります。 

６．タブレット端末等を第三者へ貸与しません。 

７．タブレット端末の使用について、情報モラルやルール・マナーに反するような使い方は、絶対にしません。 

８．学校再開時には、保護者の方が速やかに返却します。 

                                                                      以上 

切り取り線 

嘉手納町立嘉手納小学校 校長 様 

タブレット端末持ち帰り希望書 

タブレット端末（Chrome book、ACアダブター）持ち帰り規約及び希望書に同意し、持ち帰りを希望します。 

                                                   

令和３年  月   日～    月    日（返却） 

学級     年      組 

児童名                  

保護者名                印 


